
 （ 1 ） 平成 23 年４月１日 岐  阜  県  公  報 号 外 (8) 
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則 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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（
税 
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課
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一 

 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
税 

 

務 
 

課
） 

 

四 

○
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託 

 
 
 
 
 
 
 

（
同 
 
 
 
 
 

） 
 

四 

 
 
 
 
 
 

訓

令

甲 

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 
 
 
 

（
税 

 

務 
 

課
） 

 

四 

       

  

号 

外 

㈧ 
 

平 

成
二
十
三
年 

四 

月 

一 

日 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

規 
 
 
 

則 

 

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 
 

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
相
続
人
の
代
表
者
の
届
出
等
） 

第
十
三
条
の
二 

法
第
九
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
相
続
人
の
代
表
者
の
指
定
の
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
相
続
人
が
そ
の
指
定

し
た
代
表
者
を
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

様
式
目
次
中
「
第
二
十
二
号
様
式   

削
除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 

号 

外 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

ペ
ー
ジ 

 
第
二
十
二
号
様
式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
十
三
条
の
二 

相
続
人
代
表
者
指
定
（
変
更
）
届
出 

書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

に
、 

「
第
百
二
号
の
十
七 

 

様
式 

「
第
百
二
号
の
十
七 
軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録 

第
八
十
二
条
の 

 

様
式 

 
 
 
 
 

削
除
申
請
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
十
第
二
項 

」 

を 

「
第
百
二
号
の
十
七 

軽
油
引 

 

様
式 

 
 
 
 
 

消
除
申 

取
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録 

第
八
十
二
条
の 

請
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
十
第
二
項 

」 

に
、 

「
第
百
八
号
様
式
及 

 
 

び
第
百
八
号
の
二 

削
除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
十
第
二
項

 

様
式 
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様
式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
二
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                      

                               

 
 
 
 
 
 

二
十
第
二
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

を 

「
第
百
八
号
様
式 

 

削
除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

」 
「
第
百
四
十
五
号
の 

県
税
関
係
書
類
の
電
磁
的
記
録
に
よ 

第
八
十
二
条
の 

  
二
様
式 

 
 
 
 

る
ス
キ
ャ
ナ
保
存
の
承
認 

 
 
 
 

二
十
第
二
項 

」 

に
、 

第
百
五
条 

「
第
百
四
十
五
号
の 
県
税
関
係
書
類
の
電
磁
的
記
録
に
よ 

第
八
十
二
条
の 

  

二
様
式 

 
 
 
 

る
ス
キ
ャ
ナ
保
存
の
承
認
申
請
書 

 

二
十
第
二
項 

」 

を 

第
百
五
条 

に
改
め
る
。 
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第22号様式（用紙日本工業規格Ａ４）（第13条の２関係） 

住   （居）   所 
（所  在  地）  

氏         名 
（名       称） ㊞ 年  月  日  

税事務所長様  
 

相
続
人
の
代
表
者 

被 相 続 人 と の 続 柄  電話番号  

相 続 人 代 表 者 指 定 （ 変 更 ） 届 出 書 

 地方税法第９条の２第１項の規定により、次の被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び

還付に関する書類を受領する代表者を指定（変更）したので届け出ます。 

氏       名 
 

死亡時の住（居）所 
 

被 
 

相 
 

続 
 

人 死 亡 年 月 日 年   月   日 

氏       名 
（名     称） 

住     (居）     所 
（ 所 在 地 ） 

被 相 続 人 
と の 続 柄 

相 続 分 

    

    

    

    

相 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人     

摘 要 
 

 

受

付

印

備考 １ 第15号様式備考は、この様式について準用する。 

   ２ 代表者の変更の届出書にあつては、旧代表者の氏名（名称）及び届出年月日を「摘要」欄に記載す

ること。 



 号 外 (8)  岐  阜  県  公  報  平成 23 年４月１日  （ 4 ） 

 
 
 
 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
岐
阜
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九

号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号 

 

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号
の
二 

 

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号
）
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

訓

令

甲 
岐
阜
県
訓
令
甲
第
八
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総 
 

務 
 

部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
県
税
事
務
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自
動
車
税
事
務
所 

ヤ
フ
ー
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番 

一
号 

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び 

住
所 

自
動
車
税 

指
定
代
理
納
付
者
に
納

付
さ
せ
る
歳
入 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日
か 

ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日 

ま
で 

指
定
代
理
納
付
者
に
歳
入
を
納
付 

さ
せ
る
期
間 

社
団
法
人
岐
阜
県
自
動
車
会
議 

所 岐
阜
市
日
置
江
二
六
四
八
番
地 

の
二 受

託
者
の
名
称
及
び
住
所 

自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車 

税
の
申
告
受
付
及
び
収
納
事 

務 
 

委 

託 

内 

容 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か 

ら
平
成
二
十
四
年
四
月
六
日 

ま
で 

委 

託 

期 

間 

ヤ
フ
ー
株
式
会
社 

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番

一
号 受

託
者
の
名
称
及
び
住
所 

自
動
車
税
の
収
納
事
務 

委 

託 

内 

容 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で 

委 

託 

期 

間 
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岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
（
昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す 

る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
税
務
課
又
は
そ
の
所
属
す
る
県
税
事
務
所
の
」
を
削
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
当
該
徴
収
金
を
」
を
「
別
記
第
五
号
の
二
様
式
に
よ
る
相
続
に
よ
る
納
税
義
務

承
継
決
議
書
に
よ
り
相
続
人
が
」
に
、
「
旨
を
そ
の
相
続
人
に
通
知
」
を
「
金
額
を
決
議
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
が
納
付
又
は
納
入
す
べ
き
金
額
を
決
定
し
た
と

き
は
、
そ
の
旨
を
別
記
第
五
号
の
三
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
相
続
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

第
三
十
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
当
該
通
知
書
を
送
付
し
て
も
そ
の
効
果
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
三
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

14 

県
税
事
務
所
長
は
、
徴
収
法
第
百
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
買
受
人
が
同
法
第
百
二
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
嘱
託
に
係
る
登
記
の
登
録
免
許
税
そ
の
他
の
費
用
を
負
担
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
買

受
人
か
ら
費
用
の
負
担
に
係
る
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
又
は
印
紙
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別

記
第
九
十
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
受
領
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
受
領
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
別
記
第
九
十
二
号
の
三
様
式
に
よ
る

受
払
簿
に
所
要
事
項
を
記
載
し
て
、
そ
の
受
払
い
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

第
百
三
十
四
条
第
二
項
中
「
第
百
五
号
の
二
様
式
」
を
「
第
百
五
号
の
二
の
五
様
式
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
目
次
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

別
記
第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
五
号
の
二
様
式 

相
続
に
よ
る
納
税
義
務
承
継
決
議 

第
七
条
第
一
項 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第
五
号
の
三
様
式 

納
税
義
務
承
継
通
知
書 

 
 
 
 

第
七
条
第
二
項 

第
六
号
様
式 

 
 

相
続
人
の
代
表
者
指
定
通
知
書 

 

第
七
条
第
三
項 

 

」 

「
第
六
号
様
式 

 
 

相
続
人
の
代
表
者
指
定
通
知
書 

 

第
七
条
第
二
項 

 

 
 

」
を 

に
、 

九
十
二
号
様
式 

電
話
加
入
権
売
却
決
定
通
知
書 

 

第
三
十
八
条
第
十
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 
 
 
 
 
 
 

」 

「
第 

 

「
第
九
十
二
号
様
式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第
九
十
二
号
の
二 

 
 
 

様
式 

 
 
 
 
 

 
 
 

第
九
十
二
号
の
三 

 
 
 

様
式 

 
 
 
 
 

 
 

を 
 

電
話
加
入
権
売
却
決
定
通
知
書 

 

第
三
十
八
条
第
十
三 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 
 
 
 
 
 
 

 

登
録
免
許
税
領
収
証
書
（
印
紙
） 

第
三
十
八
条
第
十
四 

受
領
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 

登
録
免
許
税
領
収
証
書
（
印
紙
） 

第
三
十
八
条
第
十
五 

受
払
簿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 
 
 
 
 
 
 

」 

に
改
め
る
。 
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第５号の２様式（用紙日本工業規格Ａ４）（第７条関係） 
 

所 長 総 務 課 長 担当総括 担  当 主 任  起案 年 月 日 
 決議 年 月 日 
 通知 年 月 日 

     

 税第 号 
 

住 所  被
相
続
人 氏 名  

上 記 の 者 に 係 る 未 納 金 額 
税  目 課税番号 

年度 期別 納 期 限 
税  額 

延滞金額 
（法律による金額） 

加 算 金 額 滞納処分費 摘       要 

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

計 （円）      

相 続 開 始 年 月 日           年 月 日 

住 所（ 所 在 地 ） 

氏 名（ 名 称 ） 
被相続人 
との続柄 

相続分 
相続財産の 
評価額（円） 

納 税 義 務 
承継税額（円） 

納付責任 
額（円） 

 
 

     

 
 

     

 

相 
 
 

続 
 
 

人 

 
     

納 付 期 限 年  月  日 

（特記事項） 

相続による納税義務承継決議書 

備考 この様式は、必要により所要の調整をし、所要の事項を付記することができる。 
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第５号の３様式（用紙日本工業規格Ａ４）（第７条関係） 

様 

納 税 義 務 承 継 通 知 書 
第     号  
年  月  日  

 住     所 
 （所 在 地） 
   
 氏     名   
 （名   称）   

岐阜県   税事務所長    
 

 あなたは、地方税法第９条第１項の規定により次の被相続人の滞納税額のうち下記の金額（以下「承継税

額」という。）を納付しなければならないことになつておりますので通知します。 
 つきましては、下記納付期限までに、同封の納付書により、最寄りの金融機関にて納付してください。 
 なお、相続によつて得た財産の価額が、あなたの承継税額をこえている場合には、同条第３項の規定によ

り、そのこえる価額を限度として、他の相続人の承継税額についても納付（納入）する責任があります。 
 
被 相続人 の滞納 税額に係 る 
あ な た の 承 継 税 額 

            円 

納 付 期 限 年     月     日 

住  所  被
相
続
人 氏  名  

被 相 続 人 の 滞 納 税 額 

税  目 課税番号 
年 度 期 別 納 期 限 

税  額 
延 滞 金 額 

（法律による金額） 
加算金額 滞納処分費 摘  要 

  
  

     

  
  

     

  
  

     

  
  

     

計（円） 
     

摘   要 

 

連 絡 先 
（所属）   課   担当（担当者） 
 
（電話）       番 内線       番 
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別
記
第
十
七
号
様
式
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

調
定

済
額

 
収

入
済

額
 

要
執
行
停
止
額

 
 

別
記
第
十
七
号
様
式
中 

を 

」 
税
 
 
 

額
 

延
滞

金
額

 
（

法
律

に
よ

る
金

額
） 

加
算

額
 

「 

」 

に
改
め
る
。 

 

別
記
第
二
十
号
様
式
中 

            

円
 

金
額

 

             

人
 

員
 

件
数

 

執
行

停
止

中
 

で
な

い
も

の
 

損
 

「 

を 

       

       

            

円
 

金
額

 

             

人
 

員
 

件
数

 

執
行

停
止

中
 

で
な

い
も

の
 

損
 

       

       

」 

「 

 

            

 ・ 

   

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

  

 ・ 

   

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

  

 ・ 

   

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

調
査

年
月

日
 

に
改
め
る
。 
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「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

別
記
第
四
十
号
様
式
備
考
第
四
号
中
「
毎
年
度
作
成
し
、
滞
納
繰
越
と
な
つ
た
も
の
は
交
付
中
の
枚

数
を
翌
年
度
に
繰
越
し
、
転
記
」
を
「
毎
年
４
月
１
日
の
時
点
で
作
成
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
五

号
を
同
様
式
備
考
第
六
号
と
し
、
同
様
式
備
考
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

５ 

こ
の
管
理
簿
の
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
滞
納
整
理
票
と
の
突
き
合
わ
せ
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ

と
。
滞
納
繰
越
と
な
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
交
付
中
の
枚
数
を
翌
年
６
月
１
日
の
時
点
で
繰
り

越
し
、
転
記
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
改
め
る
。 

 

別
記
第
九
十
二
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

                              

       

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

   

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

   

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

   

」 

 

別
記
第
三
十
八
号
様
式
そ
の
一
中 

氏
 
名

 
 

 

納
 
期
 
限

 

「 

」 

を 

解
除
の
理
由

 
 

解
除
年
月
日

 
年
 

 

」 

に
改
め
る
。 

「
毎
年
度
作
成
し
、
滞
納
繰
越
と
な
つ
た
も
の
は
交
付
中
の
枚

 
数
を
翌
年
度
に
繰
越
し
、
転
記
」

 
「
毎
年
４
月
１
日
の
時
点
で
作
成
」

 

 
５
 
こ
の
管
理
簿
の
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
滞
納
整
理
票
と
の
突
き
合
わ
せ
に
よ
る
確
認
を
行
う
こ

と
。
滞
納
繰
越
と
な
つ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
交
付
中
の
枚
数
を
翌
年
６
月
１
日
の
時
点
で
繰
り

越
し
、
転
記
す
る
こ
と
。

 

 

別
記
第
六
十
四
号
様
式
中 

 
 
月
 
 
日

 

 

生
年
月

日
 

氏
 
名

 

年
 
 
月
 
 
日

 

 

 

納
 
期
 
限

 

 

解
除
年
月
日

 
年
 
 
月
 
 
日

 

」 

を 

「 

」
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第92号の２様式（用紙日本工業規格Ａ４）（第38条関係） 

登 録免許 税領収 証書（印 紙）受 領書 

 

番    号 第    号 

住    所 
（所 在 地） 

 
提 

出 

者 

氏    名 
（名  称） 

 
                         様 

 
  □ 登録免許税の領収証書 
  □ 収入印紙                 を次のとおり受領しました。 
 
           年   月   日                                          
         岐阜県   県税事務所 出納員 
                          （氏名）                
 

登録免許税（印紙）の金額 
 十万 万 千 百 十 円 

（ 印 紙 の 場 合 の 内 訳 ） 

種   類 枚   数 金              額 

   十万 万 千 百 十 円 

         

         

         

 



 （ 11 ） 平成 23 年４月１日 岐  阜  県  公  報 号 外 (8) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

   

                               

第
92号

の
３
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）（

第
38条

関
係
）
 

登
 録

 免
 許

 税
 領

 収
 証

 書
 （

 印
 紙

 ）
 受

 払
 簿

 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

受
領
年
月
日
 

                      

氏
 
 
名
（
名
 
称
）
 

提
出
者
の
住
所
 
（
所
在
地
）
 

           

種
別
 

           

種
類
 

           

枚
数
 

印
紙
の
場
合
の
内
訳
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

金
額
 

           

担
当
 

者
印
 

           

検
印
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

・
 
 
・
 

払
出
年
月
日
 

           

払
出
先
 

           

担
当
 

者
印
 

           

検
印
 

備
考
 
１
 
「
種
別
」
欄
に
は
領
収
証
書
・
印
紙
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
第
８
号
様
式
備
考
は
、
こ
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 



 号 外 (8)  岐  阜  県  公  報  平成 23 年４月１日  （ 12 ） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
別
記
第
百
四
十
四
号
様
式
中
「
、
第54

条
」
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         
 
 
 

 

「
、
第

54
条
」

 


